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今、最もたくさんフロンが使われているのは冷媒用途です。モノを冷やしたり、温めたり

するための機械を冷凍空調機器と呼んでいますが、これらの機械の多くは、フロンが冷媒

として使われているのです。新鮮な魚や肉が食べられるのも、クーラーの効いた快適な空

間も、今はフロンによって支えられていると言えます。
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冷媒フロン（HFC）排出量の将来予測

私たちの身近で使われるフロン
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　冷凍空調機器では、冷媒フロンに高い圧力をかけ、
温度変化も激しいため、配管が伸び縮みします。そ
の際、フロンが機器の接続部分から徐々に漏れ出し
ます。また、長い年月が経つと機器が劣化し、フロ
ンが漏れ出します。フロンを使い続ける限りは、大
気放出を避けることは技術的に不可能です。
　右の表は、使用中にフロンがどれだけ年間に漏れ
ているかを示したものです。多いものでは17 %もあ
り6年弱で全量漏れてしまう計算になります。スー
パーマーケットやコンビニなどの冷凍冷蔵ショー
ケース（中型冷凍冷蔵機器）は店舗内に配管を通す
タイプです。配管が長く、継手が多いものほど大量

にフロンが漏れていると考えられます。

Fガスフロンは
漏れている 使っているときも捨てるときも。フロン放出の実態

年間のフロンの漏えい率

機器の分類 漏洩率

大型冷凍冷蔵機器 7 〜 12%

中型冷凍冷蔵機器 13 〜 17%

業務用空調機器 3 〜 5%

ルームエアコン（RAC） 2%

カーエアコン（MAC） 5.2%
　（出典）経済産業省

使用中の漏れ
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廃棄時等回収量整備時回収量 F 回収率

冷媒フロンは、「機器の中に閉じ込められて使われているのだから大気中に漏れることは

ない」と考えられがちです。また「機器を捨てる際にきちんと回収すれば大気中には漏れ

ずに済むのではないか」と思われるかもしれません。ところが、冷媒は使っている間にも

漏れ出し、使い終わった後の回収処理も進んでいないのが現状です。

　機器の廃棄時には、法律でフロンを回収すること
が義務付けられています。しかしフロン回収率は3
割程度と法律ができる以前とかわっていません。
　冷蔵庫やエアコンなど家電の場合は、所有者が個
人なので、家電リサイクル法に基づいて回収されま
すが、正規のリサイクルルートにのせないとフロン

が回収されません。
　また、業務用冷凍空調機器（ビル空調、ショーケー
ス）は、フロン回収破壊法にもとづきビルのオーナー
や経営者など所有者が責任をもって回収業者に依頼
しなければなりません。でも実際には行われていな
いケースが多く、法律が守られていないのです。

冷媒フロンの出荷量と回収量（回収率）の推移

廃棄時の漏れ
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Fガスフロンを
使わない方法はある

自然冷媒へ

アンモニア
NH3（R717）

　アンモニアは、フロンが開発される以前から使わ
れていた冷凍技術で、効率的に見ても非常に有効で
す。ただし、毒性や燃焼性の問題があるために、日
本では「高圧ガス保安法」で厳重な取り扱いが要求
されます。アンモニア冷媒を
改めて見直す動きもあり、国
内での使用例も増えています。
長野オリンピックの競技会場
でも使用されていました。

二酸化炭素 
CO2（R744）

　二酸化炭素は、アンモニアのような毒性や炭化水
素のような可燃性はありません。最近開発された
CO2冷媒のショーケースは、フロン
冷媒以上にエネルギー効率も高いと
され、スーパーやコンビニで使われ
ています。二酸化炭素は超臨界状態
で使われ、高温や低温に向いていま
すが、空調などの中間温度帯の場合
はフロンよりも効率が悪くなります。
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洗浄用途やスプレー、断熱材でノンフロン化が実現しているように、冷媒分野でも技術的

にはすべてフロンを使わずに自然冷媒で対応することが可能です。すでに国内外で実用

化されている機器もたくさんありますし、昔ながらの技術もあるのです。それぞれに特徴

はありますが、その特性を生かしつつ、ノンフロンに向けた潮流は確実に大きくなってい

ます。

炭化水素
HC

　家庭用冷蔵庫ではほとんどがイソブタン（R600a）
を冷媒に使っています。フロンよりも効率的で、量も
少なくてすみます。様々な種類の炭化
水素を組み合わせて使うこともできま
す。海外ではカーエアコン、ルームエ
アコンなどが出ています。
　可燃性なので、安全性を高めるため
に二次冷媒などを使ったカスケード
方式が採用されるケースもあります。

水、空気
H2O（R718）

　水や空気も冷媒として使うことができます。飛行
機の空調は空気を冷媒としているの
です。
　フロンに高額の課税をするデン
マークでは、世界的なおもちゃメー
カーのレゴ社の工場で水冷媒を使っ
ている事例などがあります。ただし、
水も空気もフロンほど効率が良くな
いといわれています。
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　フロンは人体に無害、燃えない、気化しやすいな
どの特性から、“夢の物質”として大量に使われてき
ました。ところが、便利にフロンを使う一方で、オ
ゾン層破壊や地球温暖化という人類の生存を脅かす
深刻な事態を招いてきたのです。このことは、20世
紀に便利さを追求して科学で解決してきた象徴的な
出来事だったと言えます。私たちはこの出来事から
多くのことを学び、これからの未来を考えていかな
ければなりません。
　2011年春、北極上空でも大規模なオゾンホールが
観測されています。観測史上はじめてのことでした。
今なお、オゾン層破壊は進んでいます。また、大規
模な気候変動もまさに現実のものとなっています。

世界各地で大洪水、集中豪雨、大型台風、熱波、大
干ばつといった異常気象が起こり、世界中で被害が
拡大しています。
　今後、一層地球環境問題が深刻化する中、長い目
で見た時にフロンをずっと使い続けていくという選
択肢はありえません。そうであれば、自然冷媒のそ
れぞれのリスクとも向き合い、できるだけ環境に負
荷のない方法に早く切り替えていく方が賢明です。
また、私たちのライフスタイルを根本から見直して
いくことも必要でしょう。
　今、フロン対策は転換期を迎えています。未来の
子どもたちに何を残していくのか、その選択が迫ら
れているのです。

Fガスフロンに
さようなら

子どもたちに残す未来

Fガスフロンを減らすためのルールが必要！
生産規制・用途規制
　オゾン層保護対策では、CFCやHCFCなどオゾン層破壊物質の生産消費規制を徹底的に行ってき
ました。それによって、オゾン層の大規模な破壊の危機を免れることができたと考えられています。
生産規制や用途規制は確実にフロンの削減につながります。フロンを使わなくても済む分野から規
制していくことが必要です。
環境税（フロン税）の導入
　環境に悪いものに課税し、良いものを優遇する政策が環境税です。フロンを出荷したときに “フ
ロン税”をかければ、ノンフロン化がすすんでいくでしょう。またすでに市場に出回ってしまったフ
ロンの回収・再利用を促進し、機器中の故意の漏えいを防ぐ効果も期待できます。フロン税は、ノ
ルウェーやデンマークなどですでに導入されています。

　今はまだ日本でこうした政策がとられていません。フロンを減らすためのルールが必要なのです。

Fガスフロン（HFC）規制に向けた国際的なルールづくり
　2009年から、アメリカ合衆国などが、HFCの生産を削減していくことを、モントリオール議定書
締約国会合で提案しています。今後は、世界的にもFガス削減に向けて大きく動いていく可能性が
あります。できるだけ早期に、日本は自然冷媒へと切り替えることができれば、国際社会の中でも
その技術を広め、大きく貢献をすることができるでしょう。
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何もせずにいても未来はやってきます。

地球の未来に国境も民族の違いもありません。

いのち輝く未来こそ子どもたちに渡していかなければならないものです。

みんなでいっしょに声を上げていきましょう。
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